
＜講師＞

川野 祥代（社会保険労務士）

小野木 康男（税理士）

「年収の壁」を知る
女性が活躍するための

「年収の壁」普及啓発セミナー

10月28日（火）13:30～15:30

令和7年度
企業における「年収の壁突破」総合対策促進事業
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～講義の内容～

１ 年収の壁とは？
・税金の壁について＜これまでとこれから＞
・社会保険の壁について＜これまでとこれから＞
質疑応答コーナー①

２ 最低賃金の引き上げと影響
・最低賃金改定の概要
・影響モデルケース紹介

３ 年末調整に向けた所得控除の紹介
・年末調整と所得控除の基本
・代表的な所得控除の仕組みと効果の紹介
・控除活用によるシミュレーション
質疑応答コーナー②

・今後に向けたメッセージ
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講義中に、質疑応答のお時間を2回設けています。

年収の壁に関するご質問を、画面下にある「Q&A」ボタンからご入力ください。

※この「Q&A」でのご質問はセミナーの最中、随時受け付けておりますので、

いつでもお気軽にご質問ください。

※全てのご質問にはお答えできかねますこと、予めご了承ください。

本セミナーは録画の上で、11月下旬頃にアーカイブとしてホームページ上で公開

致します。尚、スライド資料は明日中の公開を予定しております。

セミナー終了後にZoomから退出される際、アンケート回答画面に移ります。

1分間程度で終わる簡単なものになりますので、ご協力の程よろしくお願い致します。

～ご留意点～
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～本日の講師紹介～

川野 祥代

社会保険労務士

汐留社会保険労務士法人所属
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小野木 康男

税理士

公認会計士

ゆあ税理士事務所代表

～本日の講師紹介～
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～講義の内容～

１ 年収の壁とは？
・税金の壁について＜これまでとこれから＞
・社会保険の壁について＜これまでとこれから＞
質疑応答コーナー①

２ 最低賃金の引き上げと影響
・最低賃金改定の概要
・影響モデルケース紹介

３ 年末調整に向けた所得控除の紹介
・年末調整と所得控除の基本
・代表的な所得控除の仕組みと効果の紹介
・控除活用によるシミュレーション
質疑応答コーナー②

・今後に向けたメッセージ
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所得税・住民税や社会保険料の負担が生じることにより、手取り額が減少する

可能性がある年収額のボーダーラインが「年収の壁」と呼ばれています。

元々は「夫は外で働き妻は専業主婦」を標準とした制度設計のため、

専業主婦を優遇する措置が多いのですが、それらの制度は女性の社会

進出が進んでいる現代の日本にはそぐわないものになっています！

そもそも年収の壁とは？

年収の壁を
超えちゃいそうだな・・・

そのせいで、「年収の壁」を超えないよう、

働く時間を抑える「就業調整」をされる方が

多くいらっしゃいます。
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有配偶女性パートタイム労働者の21.8％は、税制、社会保障制度、配偶者の

勤務先で支給される「配偶者手当」などを意識し、その年収を一定額以下に抑え

るために就労時間を調整する「就業調整」を行っています。

就業調整の実態
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厚生労働省「令和3年のパートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」結果を基に作成
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就業調整の実態

最も多い理由は自身で社会保険に加入することを避けるため、次いで税金を支払

うことになるのを避けるため、となっています。
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就業調整の実態【民間の調査結果】

Q.年収の壁があることで、
働き控えをしていますか？

Q.働き控えをしていると回答した方に伺います。 働き控えによってどのような影響がありますか？

「しゅふＪＯＢ調べ」令和7年1月21日～2月3日

生活に必要な収入が得られていない

就業時間の調整や管理が大変

もっと働きたいのに働けない

やりたい仕事を選べない

就業時間の制限があることへの罪悪感

キャリアの選択肢が限られていると感じる

キャリアアップができない

責任があるポジションにつくことが難しい

その他 10



106万：ご自身に社会保険加入義務が発生
※勤務先の企業規模やご自身の労働時間等による。

いわゆる「年収の壁」には大きく6つの壁がありますが、手取り額や家計への影響が

大きいのは、社会保険に関する106万円の壁と130万円の壁です。

年収の壁における6つの壁

110万：住民税課税
住民税がかかりはじめる。

130万：配偶者の社会保険扶養から外れる
本人は新たに勤務先の社会保険に加入する必要がある。
本人は国民健康保険および国民年金に加入する必要がある。

160万：（A）所得税課税
所得税がかかりはじめる。
（B）所得税配偶者特別控除が満額受けられなくなる
本人の収入増にしたがい、配偶者の控除額が段階的に減っていく。

大

大

影響度

影響度

201万：所得税配偶者特別控除がなくなる
本人の年収が201.6万円を超えると、配偶者の配偶者特別控除
がゼロになる。

2025年

100万

103万

2024年 11



※
年
収

所得税ってどう計算するの？

給与収入

（年間収入）

給与所得控除

給与所得

所得控除

課税所得

所得税

給与収入

×税率

所得に応じた
税率を×税率

－税額控除
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年収から基礎控除（95万円）と給与所得控除（65万円）の合計160万円を
引いた課税対象額に、税率（5.1%（復興特別所得税分含む））を掛けると
所得税額となります。

＜参考＞所得税の課税所得金額について
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＜所得税の課税対象＞

基礎控除
95万円

給与所得控除
65万円

課税所得金額

＜例＞
・年収180万円の場合
課税対象額200,000円×5.1%＝10,200円

・年収200万円の場合
課税対象額400,000円×5.1%＝20,400円

所得税額＝課税対象額×税率（5.1%）

※給与200万4千円未満の場合
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基礎控除額48万円の見直しと給与所得控除の最低保証額55万円の見直しに

より、所得税発生ラインが引き上げられます。

年収103万円の壁の引き上げ

改正後

160万円
※給与収入200.4万円以下の場合

《所得税発生ラインの年収イメージ》

50

100

150

万円

年収

改正前

103万円

給与所得
控除

65万円

基礎控除

95万円

給与所得
控除

55万円
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所得割
（都道府県分＋

市区町村分）

均等割
（都道府県分＋

市区町村分）

住民税

○算出方法は所得税とほ
ぼ同じだが、（単身世帯で
は）給与所得額が45万
円以内の場合は非課税と
なる。

○税率は、都道府県ごと、
市区町村ごとに決まってい
る。

例）東京23区

・都分 6%

・区分 4%

⇒合計10%

都道府県ごと、市区町
村ごとに決まっている。

例）東京23区

・都分 3,000円

・区分 1,000円

・国税 1,000円

⇒合計5,000円

15

住民税ってどう計算するの？



19歳以上23歳未満の特定親族※を有するときに、親等の総所得金額等から控

除する特定親族特別控除があります。

2025年税制の改正 特定親族特別控除の創設

出典：『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について（源泉所得税関係）』（国税庁）を編集して作成

■特定親族特別控除の控除額
《控除額のイメージ図》

※特定親族とは、居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の
親族（配偶者青色事業専従者としての給与の支払いを受ける人及
び白色事業専従者を除くを除く）で合計所得金額が58万円超123
万円以下（給与収入だけの場合は年収123万円超188万円以下）
の人をいいます。

16



特定親族特別控除の創設により、控除額63万円の適用対象が「年収103万円以

内」から「年収150万円以内」に緩和され、学生等の働き控えに効果が見込まれます。

学生等の収入要件の緩和

改正前

103万円

改正後

150万円

適用対象

103万円

適用対象

150万円

50

100

150

万円

《特定親族（学生等）の年収イメージ》

年収
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“配偶者手当“をめぐる議論

配偶者の収入要件がある「配偶者手当」

女性の就業調整の要因の１つ、と指摘されている。

■「経済の好循環の継続に向けた政労使の取組について」（抄）
（平成26年12月16日政労使会議とりまとめ）

■「女性の活躍促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会報告書」概要
（平成28年４月11日）

■「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」
（令和４年６月７日閣議決定)

配偶者手当についても、官の見直しの検討とあわせて、労使はその在り方の検
討を進める。

配偶者の収入要件がある配偶者手当については、配偶者の働き方に中立的
な制度となるような見直しを進めることが望まれる。

配偶者手当について「労使において改廃・縮小に向けた議論が進められるこ
とを期待する」
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配偶者手当を支給する事業所は減少傾向となっています。
平成27年度58.6％→令和5年度49.1%​

例えば「103万円」の収入制限を設定している事業所も半減しています。
平成27年度40.4％→令和５年度20.6％

“配偶者手当（配偶者がいる従業員に対して支給される手当）”

出典：厚生労働省

※手当名称は、企業によって「家族手当」「扶養手当」など異なるので、就業規則等を確認しましょう。 19



東京しごと財団では、配偶者手当を見直す企業に奨励金を交付します。

配偶者手当見直し対策
東京しごと財団「年収の壁突破」総合対策促進奨励金

出典：東京しごと財団

年収の壁突破 奨励金

https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/

都内で事業を営んでいる事業者であること。
都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用していること。なお、都内に勤務
する常時雇用労働者1名は6カ月以上継続して雇用していること。
就業規則を所轄の労働基準監督署に届出ていること。
就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定があること。
事前エントリーから過去5年以内に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の
支給実績があること。また、支給実績のある日付以降に就業規則の当該手当の
記載を削除したことがないこと。
※申し込み以前に、既に見直しを行った企業は対象外です。

配偶者手当見直しコース

20
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[160万円（改正前：150万円）の壁／201万円の壁]

ご自身の年収が160万円を超えると、配偶者（夫）の税額について、

所得控除の一つである配偶者特別控除の控除額が段階的に縮小し始めるため、
配偶者（夫）の税額がそれに応じて増えていくことになります。

更に、ご自身の年収が201万円を超えると、配偶者（夫）の税額について、
所得控除の一つである配偶者特別控除の控除額がゼロになるため、

配偶者（夫）の税額が増えることになります。

配偶者（夫）の増えた税額分、世帯としての可処分所得額が減ることになるため、
「壁」と言われています。

160万円超

配偶者の税額が
段階的に増え始める
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年収が160万円を超えると、夫の所得税・住民税の配偶者特別控除の段階的な

縮小が始まります。夫の給与にかかる所得税・住民税が少しずつ上がり始めます。

年収の壁～160万円の壁～

■ご自身の収入が160万円→161万円になった際の夫の手取り額の変化
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5,000,000 5,000,000 （差額）

b. 社会保険料 777,000 777,000 0

c. 所得税 98,169 99,190 ＋約0.1万円

d. 住民税 207,300 209,300 ＋約0.2万円

1,082,469 1,085,490 ＋約0.3万円

3,917,531 3,914,510 －約0.3万円

a. 配偶者（夫）の収入

e. 控除合計（b+c+d）

f. 手取り額（a-e）

夫の年収は
変わらないと想定

所得税・住民税
が少しだけ増加

所得税・住民税の
増加分、収入が
少しだけ減ります。



年収が201万円を超えると、夫の所得税・住民税の配偶者特別控除が完全に

なくなります。夫の給与にかかる所得税・住民税が少しだけ上がります。

年収の壁～201万円の壁～

■ご自身の収入が201万円→202万円になった際の夫の手取り額の変化
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5,000,000 5,000,000 （差額）

b. 社会保険料 777,000 777,000 0

c. 所得税 132,526 135,589 ＋約0.3万円

d. 住民税 237,300 240,300 ＋約0.3万円

1,146,826 1,152,889 ＋約0.6万円

3,853,174 3,847,111 －約0.6万円

a. 配偶者（夫）の収入

e. 控除合計（b+c+d）

f. 手取り額（a-e）

夫の年収は
変わらないと想定

所得税・住民税
が少しだけ増加

所得税・住民税の
増加分、収入も少
し減ります。



給与所得控除と基礎控除の合計が160万円ですが、社会保険料等の控除が

生じる場合は、年収161万円であっても所得税が発生しません。

年収の壁～160万円の壁（A）～

■本人の手取り額の変化

住民税の差額

所得税なし

年収増加分、
収入が増えます

給与所得控除
65万円

基礎控除
95万円

65万円+95万円
→160万円

※住民税は、現時点での市町村のシュミレーションに基づいて計算されたもので、令和8年度
に課税される税額と異なる場合があります。 24



本人の年収が201万円を超えると、配偶者の収入に対する配偶者特別控除が

なくなります。配偶者の給与にかかる所得税・住民税に影響があります。

年収の壁～160万円の壁（B）・201万円の壁～

■本人の収入が201万円→202万円になった際の配偶者の手取り額の変化

所得税・住民税
が少しだけ増加

手取り額が少し
だけ減ります。

配偶者の年収は
変わらないと想定

※住民税は、現時点での市町村のシュミレーションに基づいて計算されたもので、令和8年度
に課税される税額と異なる場合があります。

25



本人の年収が160万円超から、配偶者特別控除の控除額が段階的に減額し、

年収201万円を超えると控除額がなくなります。

配偶者特別控除 控除額のイメージ

出典：『年収の壁について知ろう』（厚生労働省）より抜粋して作成
https://www.mhlw.go.jp/content/001265287.pdf

《控除額のイメージ図》

160

26

123

※配偶者特別控除を受けるためには、控除を受ける側の合計所得金額が1,000万円以下であることも要件です。

段階的縮小

160万円の壁（B）

201万円の壁

配偶者特別控除
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[106万円の壁]

厚生年金加入者51人以上の企業等に適用される社会保険適用基準で
「月額8.8万円」は、年額にすると105万6千円です。

→106万円の壁は、厳密にいえば”105万6千円の壁”です。

この年額を超えると社会保険適用となり、

社会保険料分が自身の給与から差し引かれ、

手取り額が減ることになるため、「壁」と言われています。

※ただし、短時間労働者の４つの基準すべてを満たしていなければ、

社会保険加入義務は発生しません。

106万円超
社会保険加入
（保険料分の
手取り額が減少）
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年収約106万円以上など条件を満たすとご自身も社会保険に加入することになり、

社会保険料（年収の約15%）が発生します。その分、手取り額は減少します。

年収の壁～106万円の壁～
※厚生年金加入者が51人以上の企業等にお勤めの方

■ご自身の手取り額の変化
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1,050,000 1,060,000 （差額）

b. 社会保険料 0 157,764 ＋約15.8万円

c. 所得税 0 0 ー

d. 住民税 0 0 ー

0 157,764 ＋約15.8万円

1,050,000 902,236 ＋約15.8万円

a. 収入（年収）

e. 控除合計（b+c+d）

f. 手取り額（a-e）

社会保険料が発生
（年収の約15%)

手取り額が16万
円ほど減ってしまう

－約15.8万円



社会保険加入に伴い手取り額は15%近く減り、その後は年収の増加に合わせて

手取り額も回復に向かいます。（年収約125万円でほぼ回復）

106万円の壁と手取り額の変化
※厚生年金加入者が51人以上の企業等にお勤めの方
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＜106万円の壁 手取り額変化イメージ＞

“106万円の壁” 年収125万円ほどで
手取り額がほぼ回復
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※後述の「給与が月額88,000円以上」という社会保険加入要件ですが、「月額賃金×12」が基準と

なり、この賃金には交通費や残業代は含まれません⇒所得税計算の年収とは計算方法が異なります

106万円の壁を超えるとどうなる？
※厚生年金加入者が51人以上の企業等にお勤めの方

31

社会保険（厚生年金・健康保険）に加入することになるため、

医療や死亡のリスク、将来の年金など保障が手厚くなります。

社会保険料の負担が発生し、賞与にもかかってくるため、

一時的に手取りが減少します。

また、配偶者の勤務先企業から支給される配偶者手当が

受け取れなくなる場合もあります。

メリット☻

デメリット



4つの基準すべてに当てはまると、社会保険に加入することになります。

厚生年金加入者が51人以上の企業等にお勤めの場合

残業代、賞与、通勤手当等は含みません

■社会保険加入要件 “106万円の壁”

32

残業時間は含みません

休学中、定時制、通信制の方は、加入対象となります

出典：厚労省



今まで段階的に拡大してきており、今後、すべての規模の企業に適用される見通し
です。「従業員数」を「企業規模要件」と言います。

社保加入の義務的運用適用企業

出展：政府広報オンライン

33



週30時間以上勤務している方は、社会保険に加入します。

社保加入済み従業員数51人未満の事業所の場合

週の所定労働時間および月の所定労働日数が、

常時雇用されている従業員の4分の3以上である者

社会保険加入要件

＜例＞
・正社員の所定労働時間が週40時間の場合

⇒週40時間×3/4=30時間 となります。

34



35

[130万円の壁]

社会保険適用事業所にお勤めかどうかに関わらず、
年収130万円以上になると、配偶者の社会保険の扶養から外れ、
自分自身で社会保険に加入することになります。

社会保険料分が自身の給与から差し引かれ、
手取り額が減ることになるため、「壁」と言われています。

注）ご自身の年齢が60歳以上の場合、
またはご自身が障害年金を受給している場合は、
180万円が基準となります

130万円超
社会保険加入
（保険料分の
手取り額が減少）

60歳以上の場合、
180万円超 35



配偶者の扶養から外れてご自身で社会保険に加入※することになり、社会保険料

が発生します。それにより、手取り額が減少します。

年収の壁～130万円の壁～
※厚生年金加入者が51人以上の企業等にお勤めの方

■本人の手取り額の変化

住民税は減る

手取り額が
減ってしまう

社会保険料が発生
（年収の約15％）

※所定労働間数を週20時間以上に延長し、同時に年収130万円見込となった場合

36



社会保険等加入に伴い手取り額は15%程度減り、その後は年収の増加に合わ

せて手取り額も回復に向かいます。（年収約150万円でほぼ回復）

130万円の壁と手取り額の変化
※厚生年金加入者が51人未満の企業等にお勤めの方
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＜130万円の壁 手取り額変化イメージ＞

“130万円の壁”
年収150万円ほどで
手取り額がほぼ回復
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130万円の壁を超えるとどうなる？
※厚生年金加入者が51人未満の企業等にお勤めの方

38

社会保険料の負担が発生し、賞与にもかかってきます。社会保険料の算定には、

通勤交通費や残業手当も含まれるため、一時的に手取りが減少します。

また、配偶者の勤務先企業から支給される配偶者手当が

受け取れなくなる場合もあります。

社会保険（厚生年金・健康保険）に加入することになるため、

医療や死亡のリスク、将来の年金など保障が手厚くなります。

メリット☻

デメリット



社会保険加入対象者の急増に対し、国は事業主への支援策を講じています。

国（厚労省）の支援①

出典：厚労省

令和5.10～

39

106万円の壁への対応

◆キャリアアップ助成金

労働者の収入を増加させる取組（社
会保険適用促進手当として支給する
場合も対象）を行った事業主に対し
て、労働者1人当たり最大50万円の
支援を行う。

◆社会保険適用促進手当

標準報酬算定から除外されるため、
事業主負担の保険料が上がらずに支
給できる。

130万円の壁への対応

◆事業主の証明による被扶養者認
定の円滑化

被扶養者の認定手続きを簡略化し、
事業主の証明書による迅速な判断を
可能とした。

配偶者手当への対応

◆企業の配偶者手当の見直しの促進

中小企業においても取組が進むよう、
手順をフローチャートで示す等のわかりや
すい資料を公表すると共に中小企業団
体等を通じて周知している。



1 人 当 た り 助 成 額

キャリアアップ助成金では、本年7月1日より、「短時間労働者労働時間延長支援
コース」を新設しました。労働者を新たに社会保険に加入させると共に、収入増加の
取り組みを行った事業主に助成します。

国（厚労省）の支援②

40
出典：厚労省

週所定労働時間の延長 賃金の増額 小規模企業 中小企業 大企業

5時間以上 ー

50万円 40万円 30万円
4時間以上5時間未満 5％以上

3時間以上4時間未満 10％以上

2時間以上3時間未満 15％以上

要 件

1 人 当 た り 助 成 額

週所定労働時間の延長 賃金の増額 小規模企業 中小企業 大企業

労働時間を更に
2時間以上延長

ー

25万円 20万円 15万円
ー

基本給を更に5％以上増
加または昇給、賞与もしく
は退職金制度の適用

要 件

・複数年かけて週所定労働時間の延長等に取り組み、社会保険に加入する場合も対象

・社会保険加入時点の取り組み内容（1年目）と2年目の取り組み実施後（2年目）で比較

※小規模企業とは、常時雇用する労働者の数が30人以下である事業主を指します。



1つの事業所ごとに、社会保険加入要件を満たしているかを判定していきます。

ダブルワークをしている方の場合

パターン 社会保険加入について

①2つの事業所双方で、
社会保険加入条件を
満たしていない。

加入しない。

②片方の事業所のみ、
社会保険加入条件を
満たしている。

その片方の事業所で加入する。
※報酬月額は合算せず、片方の事業所での報酬月額のみが
保険料の基準となる。

③2つの事業所双方で、
社会保険加入条件を
満たしている。

主たる事業所で一元管理され、
マイナンバーカードを保険証として利用します。

※報酬月額は合算され、その合算額が保険料の基準となる。
→その分、将来の年金額は増えます。

※それぞれの収入合算が130万円以上になると、扶養の対象外となります。
41



年間収入が130万円（60歳以上の方は180万円）以上となると、

ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。

個人事業主（※扶養内で働いている）の場合

ご自身で、

国民健康保険と国民年金に

加入することになります。

130万円

年収

130万円以上となると・・・

年金については、任意で3階の

「国民年金基金」や「個人型確定拠出年金」

などに加入することができます。

オプション

42



事業主と折半になる社会保険と比べ、保険料は高くなっています。

国民健康保険・国民年金の保険料について

※新宿区の令和6年度の例

被用者の社会保険 個人事業主等の保険

年収 健康保険 年金 合計額 国民健康保険国民年金 合計額

106万円

130万円

150万円

200万円

年収

被用者の社会保険料 個人事業主等の社会保険料※

健康保険 厚生年金 合計額
国民

健康保険
国民年金 合計額

106万円 6.2万円 9.6万円 15.8万円 5.7万円

20.4万円
（一律）

26.1万円

130万円 7.6万円 12.1万円 19.7万円 10.9万円 31.3万円

150万円 8.8万円 13.8万円 22.6万円 13.7万円 34.1万円

200万円 11.9万円 18.7万円 30.6万円 20.4万円 40.8万円

43



全国の最低賃金の引上げの状況を見極めて、３年以内に廃止されます。
企業規模が51人以上の企業に勤務する従業員は、
週20時間以上働くと月額88,000円となります。
（年収106万円）未満であっても社会保険に加入することになります。

106万円の壁はどう変わるか？

出典：厚労省
44

社会保険に加入しない
週20時間働くだけで

自動的に社会保険に加入



段階的に改定されてきた適用拡大は、2035年10月に完了する予定で進められて
います。

社会保険適用拡大を巡る改正案

出典：厚労省 45

社会保険
加入対象

（短時間労働者）

社会保険
加入対象

（正社員相当）

加入対象外

労使の合意に基づく
任意の加入は可能

適用までは、
労使の合意
に基づく任
意の加入を
後押しして
いきます

従
業
員
数

従
業
員
数

20時間 30時間 20時間 30時間

社会保険
加入対象

（正社員相当）

社会保険
加入対象

（短時間労働者）



第３号被保険者制度はどうなるか？

第3号被保険者とは
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130
万円未満の20歳以上60歳未満の方（自身は保険料負担なしで国民年金
に加入できる）

46
出展：政府広報オンライン



⚫ 「106万円の壁」や「企業規模要件」による社会保険適用拡大が進む。

⚫ これにより、扶養の範囲内（130万円）を意識する人が減少する。

⚫最終的に、第３号被保険者の対象者は限定されていくと予測される。

⚫ ただし、制度の「撤廃」は議論されていない。

第３号被保険者制度はどうなるか？

①約7割の女性が第1子出産後も就業を継続。
②共働き世帯が増加しており、特に妻がパートの世帯の増加が顕著。
③第3号被保険者のうち約9割が子どもがおり、約5割近くが就業している。
④就業している第3号被保険者の約8割が、週の労働時間は20時間以上。

《根拠データ》

「共働き、共育て」という社会のあり方をさらに後押し！

夫婦それぞれがキャリアを持ち、子育てや家事を分担するスタイルが、より一層一般的に
なるでしょう。これにより、個人の選択肢が広がり、家庭内での協力体制も進化していくと
考えられます。

47



・・・講義の内容・・・

１ 年収の壁とは？
・税金の壁について＜これまでとこれから＞
・社会保険の壁について＜これまでとこれから＞
質疑応答コーナー①

２ 最低賃金の引き上げと影響
・最低賃金改定の概要
・影響モデルケース紹介

３ 年末調整に向けた所得控除の紹介
・年末調整と所得控除の基本
・代表的な所得控除の仕組みと効果の紹介
・控除活用によるシミュレーション
質疑応答コーナー②

・今後に向けたメッセージ
48



●画面下の「Q＆A」ボタンを押し、ご質問をご入力ください。
（匿名でご質問できます。）

※お時間の制約上、全てのご質問にお答えできかねる点を
ご了承下さい。

※個別のご相談は、電話かメールで「個別相談窓口」にて
受け付けております。

●適宜、休憩もお取りください。 49

1回目の質疑応答の時間です



・・・講義の内容・・・

１ 年収の壁とは？
・税金の壁について＜これまでとこれから＞
・社会保険の壁について＜これまでとこれから＞
質疑応答コーナー①

２ 最低賃金の引き上げと影響
・最低賃金改定の概要
・影響モデルケース紹介

３ 年末調整に向けた所得控除の紹介
・年末調整と所得控除の基本
・代表的な所得控除の仕組みと効果の紹介
・控除活用によるシミュレーション
質疑応答コーナー②

・今後に向けたメッセージ
50



最低賃金とは？

最低賃金とは、国が法律で定める賃金の最低基準のことです。企業や事業主
は、労働者に対してこの最低賃金以上の給与を支払わなければなりません。

地域別最低賃金は都道府県ごとに定められており、全ての業種に適用されます。

• 法的根拠：最低賃金法に基づいて定められています。

• 対象者：パート、アルバイト、契約社員など、雇用形態に関係なく

「労働者」であれば原則全て対象です。

• 改定時期：東京都は毎年10月頃に改定されます。

※下記のものは最低賃金に含まれません

・通勤手当、家族手当などの福利厚生的な手当

・残業手当等の時間外労働に対する賃金

・結婚祝金等の臨時に支払われるもの

・賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 51



2025年の改定のポイント

2025年の最低賃金改定は、過去最大級の引き上げ幅となりました。

改定の主なポイント
• 全国加重平均：1,121円（前年比＋66円）

⇒約6％の増加で、過去最大の引き上げ幅となりました。
• 全47都道府県で時給1,000円超えを達成

⇒初めて全国一律で「時給1,000円以上」が実現されました。

≪主要都市の改定額≫

東京都は全国最高値！年収の壁に大きな影響を及ぼします。

都道府県 改定後の最低賃金 前年比 発効日

東京 1,226円 ＋63円 10月3日

神奈川 1,225円 ＋63円 10月4日

大阪 1,177円 ＋63円 10月16日

愛知 1,140円 ＋63円 10月18日

福岡 1,057円 ＋65円 11月16日

52



最低賃金は今後どうなる？

毎年上昇を続けており、政府は2020年代に1,500円の達成を目指していま
す。そのため、今後も引き続き上昇する可能性が高くなっています。

出典：『平成14年度から令和6年度までの地域別最低賃金改定状況』（厚生労働省）を元に作成

《東京都最低賃金の推移》
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年収で考えると・・・

最低賃金アップの影響は、年収で考えるとどうなるでしょう？

最低賃金改定前、改定後ともに最低賃金で働いていた場合を仮定

■2024年と2025年の東京都最低賃金の差額：63円

【例１】 1日4.5時間 週4日程度（年間200日）勤務の場合

63円 × 4.5時間／日 × 200日 ＝ 約57,000円増加！

【例２】 1日5時間 週5日程度（年間220日）勤務の場合

63円 × 5時間／日 × 220日 ＝ 約70,000円増加！

年収増加によって、意図せず年収の壁を超えてしまう可能性が！

今後も続くことが予想される最低賃金の上昇により、

年収の壁を超えた働き方を検討していくことになるでしょう。

時給 1,163円 1,226円

年収 1,046,700円 1,103,400円

時給 1,163円 1,226円

年収 1,279,300円 1,348,600円
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・・・講義の内容・・・

１ 年収の壁とは？
・税金の壁について＜これまでとこれから＞
・社会保険の壁について＜これまでとこれから＞
質疑応答コーナー①

２ 最低賃金の引き上げと影響
・最低賃金改定の概要
・影響モデルケース紹介

３ 年末調整に向けた所得控除の紹介
・年末調整と所得控除の基本
・代表的な所得控除の仕組みと効果の紹介
・控除活用によるシミュレーション
質疑応答コーナー②

・今後に向けたメッセージ
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厚生年金保険加入者数によって、社会保険の加入条件が異なります。

社会保険加入条件について

※106万円未満

（1）加入要件を満たす場合 加入要件を満たさない場合

勤務先で社会保険に加入

（保険料負担あり）

配偶者の扶養

（保険料負担なし）

加入要件を満たさない場合 （2）加入要件を満たす場合 加入要件を満たさない場合

国民健康保険・国民年金に加入

（保険料負担あり）

勤務先で社会保険に加入

（保険料負担あり）

国民健康保険・国民年金に加入

（保険料負担あり）

年

収

配偶者の扶養

（保険料負担なし）

130万円以上

医療保険・年金

※106万円以上

130万円未満

勤務先で社会保険に加入

（保険料負担あり）

51人以上

厚生年金保険加入者数

50人以下

配偶者の扶養　（保険料負担なし）

※106万円は、実際は105万6千円（月額8万8千円）となります。

① ② ③

⑤ ⑥ ⑦④

56

次スライドより、それぞれの影響モデルケースをご紹介します

社会保険（健康保険・厚生年金）



モデルケース①106万円の壁

現在社会保険は配偶者の扶養に入っていて、自身で加入することになる年収基準106

万円を超えないように、労働日数を調整しながら働いている。

【現在の労働条件】

時給1,163円 1日4.5時間 週4日程度（年間200日）勤務⇒年収1,046,700円

【最低賃金の上昇により・・・】

時給1,226円（令和7年東京都最低賃金）⇒年収1,103,400円

厚生年金加入者が51人以上の企業の場合、年収106万円以上になると、

社会保険加入要件の1つである収入要件を満たすことになります。
57

社会保険（健康保険・厚生年金）

厚生年金保険加入者数

51人以上 50人以下

配偶者の扶養（保険料負担なし）

配偶者の扶養
（保険料負担なし）配偶者の扶養

（保険料負担なし）
勤務先で社会保険に加入
（保険料負担あり



社会保険に加入すると・・・ 年収106万円以上の場合

【厚生年金加入者が51人以上の企業等に勤務している場合】

①勤務先において社会保険加入条件を満たした場合⇒図①

今まで扶養されていた方は勤務先で社会保険に加入するため社会保険料負担

が発生しますが、将来の年金額は増加します。

②勤務先において社会保険加入条件を満たさない場合⇒図②

配偶者の扶養に入った状態を継続可能、保険料負担は発生しません。

【厚生年金加入者が51人未満の企業等に勤務している場合】

配偶者の扶養に入った状態を継続可能、保険料負担は発生しません。⇒図③ 58

社会保険（健康保険・厚生年金）

配偶者の扶養（保険料負担なし）



モデルケース②130万円の壁

現在社会保険は配偶者の扶養に入っていて、年収が被扶養者要件の130万円を超

えないように、労働日数を調整しながら働いている

【現在の労働条件】

時給1,163円 1日5時間 週5日程度（年間220日）勤務⇒年収1,279,300円

【最低賃金の上昇により・・・】

時給1,226円（令和7年東京都最低賃金）⇒年収1,348,600円

配偶者の扶養から脱退することになり、社会保険の加入要件を充たす場合は勤務先

で加入、充たさない場合は自身で国民健康保険、国民年金に加入します。
59

年
収

社会保険（健康保険・厚生年金）

勤務先で社会保険に加入
（保険料負担あり） 勤務先で社会保険に加入

（保険料負担あり）
国民健康保険・国民年金に加入
（保険料負担あり）

国民健康保険・国民年金に加入
（保険料負担あり）



社会保険に加入すると・・・年収130万円以上の場合

配偶者の扶養から外れることになります。

【厚生年金加入者が51人以上の企業等に勤務している場合】

①勤務先において社会保険加入条件を満たした場合⇒図④

勤務先で社会保険に加入します。社会保険料負担が発生しますが、将来の年

金額は増加します。

②勤務先において社会保険加入条件を満たさない場合⇒図⑤

ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになるため、保険料負担が

発生します。
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年
収

社会保険（健康保険・厚生年金）

勤務先で社会保険に加入
（保険料負担あり） 勤務先で社会保険に加入

（保険料負担あり）
国民健康保険・国民年金に加入
（保険料負担あり）

国民健康保険・国民年金に加入
（保険料負担あり）



社会保険に加入すると・・・年収130万円以上の場合

配偶者の扶養から外れることになります。

【厚生年金加入者が51人未満の企業等に勤務している場合】

①勤務先において社会保険加入条件を満たした場合⇒図⑥

勤務先で社会保険に加入します。社会保険料負担が発生しますが、将来の年

金額は増加します。

②勤務先において社会保険加入条件を満たさない場合⇒図⑦

ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになるため、保険料負担が

発生します。
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年
収

社会保険（健康保険・厚生年金）

勤務先で社会保険に加入
（保険料負担あり） 勤務先で社会保険に加入

（保険料負担あり）
国民健康保険・国民年金に加入
（保険料負担あり）

国民健康保険・国民年金に加入
（保険料負担あり）



社会保険に加入しても損しない働き方は・・・

【今までの手取りを維持または増やすために】

◆年収106万円の壁

年収約125万円で手取りが回復

⇒1か月15時間程度（約16,000円/月）多く働けば手取りが回復

◆年収130万円の壁

年収約150～160万円で手取りが回復

⇒1か月20時間程度（約25,000円/月）多く働けば手取りが回復

【しかも・・・】

⇒将来の年金額が増える！

⇒けがや病気をしたときや、出産・育児に関する補償も充実！

※上記は一例であり、個人毎のその他の条件により変わります。

労働時間を増やすほど、補償内容も充実！
62



社会保険加入のメリット【医療補償の充実】

社会保険料の負担は発生しますが、以下のようなメリットがあります。

●傷病手当金

病気やけがで仕事を休んだ場合、4日目から最大1年6ヶ月、給与の3分の2の
給付金を受け取ることができます。

≪支給額の例≫

月額給与が98,000円で、30日休んだ場合

給付金の額は1日当たり2,180円となり、最初の3日を除く27日分、58,860円
が支給されます。

出典：厚労省
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社会保険加入のメリット【医療補償の充実】

●出産手当金

出産のために仕事を休んだ場合、出産の日以前42日、出産の日後56日まで
の期間、給与の3分の2の給付金を受け取ることができます。

≪支給額の例≫

月額給与が98,000円で、産前産後98日休んだ場合

給付金の額は1日当たり2,180円となり、98日分、213,640円が支給されます。

働けなくなったとき、収入の不安を大きく軽減してくれる制度です！

出典：厚労省
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社会保険加入のメリット【年金補償の充実】

●厚生年金に加入すると、将来もらうことができる年金額が増えます。

出典：厚労省
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2025年10月1日からの改正内容
19歳以上23歳未満の被扶養者の健康保険における認定基準の引き上げ

※150万円の対象者は健康保険組合・協会によって異なるため、健康保険組合・協会にご確認ください。

改正前

130万円

改正後

150万円

認定対象

130万円

認定対象

150万円

50

100

150

万円

年収
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2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の方の健康保険における被扶養者認
定の年間収入要件が、年収130万円未満から年収150万円未満に引き上げられま
す（被保険者の配偶者は除く） 。



今後想定される改正内容 106万円の壁の撤廃

• 社会保険適用拡大に関する4つの基準のうち、「月額8.8万円以上」の撤廃が
見込まれています。

出典：厚労省

■「月額8.8万円以上」の撤廃

2026年10月～
撤廃へ

“106万円の壁”
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ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度に変更されます。

年金制度改正の全体像

出典：厚労省

中小企業の短時間労働者などが、厚生年金や健康保険に加入し、年金の増額な
どのメリットを受けられるようにする。

年金を受給しながら働く高齢者が、年金を減額されにくくなり、より働けるように見直
し。

遺族厚生年金の男女差を解消。子どもも遺族基礎年金を受け取りやすくする。

一定以上の月収のある方に、賃金に応じた保険料を負担頂き、現役時代の賃金に
見合った年金を受け取りやすくする。

こどもの加算などの見直し、脱退一時金の見直しを行う。iDeCoに加入できる年齢
の上限引上げなど、私的年金の見直しを行う。

①社会保険の加入対象の拡大

②在職老齢年金の見直し

③遺族年金の見直し

④保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引上げ

⑤その他の見直し
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日本の年金制度は、少子高齢化の進展や多様な働き方に対応するため、
継続的に見直しが行われています。

年金法改正の今後の検討課題

✓ 少子高齢化のさらなる進行への対応

✓ 多様な働き方へのさらなる適応

✓ 「年収の壁」問題の解消

✓ 世代間・世代内の公平性の確保

✓ 私的年金制度の拡充と公的年金との連携

これらの年金制度改正の方向性や具体的な内容は、
主に厚生労働省や日本年金機構のウェブサイト、
および社会保障審議会年金部会等の資料で確認することができます。

自分の、自分たちの未来がどうなるのか、
アンテナを張っていくことが求められます。
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最低賃金は今後1,500円まで上昇することが見込まれています。

更に106万円の壁の収入要件（月額88,000円）も2026年10月には撤廃され
ることが予定されています。

壁を超えないように、手取りを意識して調整する働き方は、将来の選択肢を狭めて
しまいます。

また、最低賃金が上がっている今こそ、少し多めに働くだけで壁を超えても損しない
働き方ができるチャンスです！

今後の制度改正も、壁を超えても働くことを後押ししてくれる制度です。

このことから、収入やキャリアの可能性を広げる働き方を選ぶことが合理的です。

これからの時代、「壁を超える」ことが、未来を広げる第一歩です。

「壁を超える」という選択肢

★「自分らしく働く」
「誰かに必要とされる」
未来を育てる ★将来も通用するスキルや

専門性を身につける

★長く働き続けられる
環境や働き方を見つける
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スマートフォンで簡単に、世帯全体のお金の将来の見通しを見ることができます！

ライフ×キャリアシミュレーターを使ってみよう

イフキャリ

https://lifecareerplansim.metro.tokyo.lg.jp/ 71

https://lifecareerplansim.metro.tokyo.lg.jp/


入力が終わると、将来見込まれるキャッシュフローと、それに対する簡単なアドバイス

をもらえます。

ライフ×キャリアシミュレーターを使ってみよう

＜画面イメージ＞
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・・・講義の内容・・・

１ 年収の壁とは？
・税金の壁について＜これまでとこれから＞
・社会保険の壁について＜これまでとこれから＞
質疑応答コーナー①

２ 最低賃金の引き上げと影響
・最低賃金改定の概要
・影響モデルケース紹介

３ 年末調整に向けた所得控除の紹介
・年末調整と所得控除の基本
・代表的な所得控除の仕組みと効果の紹介
・控除活用によるシミュレーション
質疑応答コーナー②

・今後に向けたメッセージ
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年末調整とは、会社が従業員に代わって、1年間の所得税を正しく計算し、過
不足を調整する手続きのことです。

通常、会社は毎月の給与から「源泉徴収」という形で概算の所得税を差し引い
て国に納めています。しかし、この源泉徴収はあくまで概算であり、年間の正確な
所得税額とは必ずしも一致しません。

そもそも年末調整とは？

源泉徴収額と実際の税額との間に
ズレが出そうだな…

会社がズレを年末にまとめて清算することで、
従業員は正しい所得税額で納税を済ませる
ことができます。
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還付：源泉徴収額が、年間の所得税額よりも多かった場合に、その差額が従
業員に戻されます。

追徴：源泉徴収額が、年間の所得税額よりも少なかった場合に、その差額を追
加で徴収します。

この還付や追徴は、通常12月支給または翌年1月支給の給与で調整されるこ
とが一般的です。

所得税との関係と還付・追徴の仕組み

75

ただし、住宅ローン控除の適用初年度の場合や、
医療費控除がある方などは、年末調整では反
映できないため、確定申告が必要です。

年末調整の最大の目的は、源泉徴収した所得税の合計額と、実際に納める
べき年間の所得税額との差額を精算することです。



・・・講義の内容・・・

１ 年収の壁とは？
・税金の壁について＜これまでとこれから＞
・社会保険の壁について＜これまでとこれから＞
質疑応答コーナー①

２ 最低賃金の引き上げと影響
・最低賃金改定の概要
・影響モデルケース紹介

３ 年末調整に向けた所得控除の紹介
・年末調整と所得控除の基本
・代表的な所得控除の仕組みと効果の紹介
・控除活用によるシミュレーション
質疑応答コーナー②

・今後に向けたメッセージ
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所得控除の全体像

所得控除とは、基礎控除のほかに、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、
生命保険料控除など、個人的な事情を考慮した控除のことです。

なお、基礎控除は令和7年分にて大幅に拡充されます。
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基礎控除の拡充
合計所得金額 基礎控除額 改正前

132万円以下 95万円 48万円

132万円超〜336万円以下 88万円 48万円

336万円超〜489万円以下 68万円 48万円

489万円超〜655万円以下 63万円 48万円

655万円超〜2,350万円以下 58万円 48万円

2,350万円超〜2,400万円以下 48万円 48万円

2,400万円超〜2,450万円以下 32万円 32万円

2,450万円超〜2,500万円以下 16万円 16万円

2,500万円超以降 0 0



生命保険料控除の概要

生命保険料控除は以下のように、新契約のものか旧契約のものかで

控除額が変わります。新旧合わせて最大で12万円控除されます。
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出典：国税庁ホームページ No.1140 生命保険料控除

新契約

旧契約

新生命保険料控除
（最高4万円）
（遺族保障等）

新個人年金保険料控除

（最高4万円）（老後保障）

介護医療保険料控除

（最高4万円）

（介護保障、医療保障）

旧生命保険料控除
（最高5万円）（遺
族保障、介護保障、医
療保障等）

旧個人年金保険料控除
（最高5万円）

（老後保障）

※新契約と旧契約の双方に加入している場合は、旧契約の支払保険料等の金額によって控除額の計算方法が変わります。

・旧契約の保険料が6万円超の場合：旧契約の支払保険料等の金額に基づいて計算した控除額（最高5万円）

・旧契約の保険料が6万円以下の場合：新契約の支払保険料等の金額に基づいて計算した控除額と旧契約の支払保険料等の金額に
基づいて計算した控除額（最高4万円）



生命保険料控除の改正

令和8年分（令和9年申告分）から生命保険料控除が以下のように改正されます。
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②旧生命保険料及び上記①の適用のある新生命保険料を支払った場合は
一般生命保険料控除の適用限度額が、6万円に引き上げられます。

①23歳未満の扶養親族がいる場合は、新生命保険料に係る一般生命保
険料控除の適用限度額が、4万円から6万円に引き上げられます。

一般生命保険料控除、介護保険料控除、
個人年金保険料の合計適用限度額は現行の
１２万円から変更されない点に注意が必要



給与所得者は勤務先で年末調整をする際、「給与所得者の保険料控除申告書」
に記入することで、生命保険料控除を所得税額に反映することができます。

その際、保険会社から郵送される「控除証明書」も添付して提出しましょう。

生命保険料控除に必要な手続き

80

保険会社によって発送時期は変わりますが、生命保険料控除証
明書は、毎年10月中旬から11月上旬頃には発送されます。



具体的には小規模企業共済、個人型確定拠出年金(iDeCo)、企業型確定拠出
年金(企業型DC)、心身障害者扶養共済が対象です。

複数の掛金を併用でき、小規模企業共済等掛金控除の計算はすべての掛金の合
計額で行います。控除自体に上限はありません。

小規模企業共済等掛金控除

所得税

×税率
－税額控除

81

小規模企業共済等掛金控除は、掛金として支払った額をその年の
所得から全額控除できるため、所得を抑える高い効果があります。

給与所得者は、年末調整で控除を受けられます。
生命保険と同様に、年末調整の際に「給与所得者の保険料控
除申告書」に記入し、掛金払込証明書を添付しましょう。



iDeCoに加入できるのは、以下に当てはまる方になります。

iDeCoの加入資格

82
出典：iDeCo公式サイト

加入区分に応じて、拠出できる掛金
の上限が異なります。



医療費控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者や親族の医療費を
支払った場合に適用されます。※扶養外でも対象となります。

控除額は下記のような計算式で算出します↓

医療費控除

83

実際に支払った
医療費の合計額

医療費を補填する
保険金等

１０万円
※

医療費控除額
（上限200万円）

－ － ＝

※総所得金額が２００万円未満の場合は
１０万円ではなく、総所得金額等の５％

そもそも医療費の合計額が10万円または総所得金額等の5％に満たない場合は、
医療費控除を受けられません。



扶養控除とは、その年の12月31日に16歳以上の控除対象扶養親族がいる納税者
が、所得控除を受けられる制度のことです。

扶養控除

84

前述の通り、新たに特定親族特別控除が導入されることにより、特定扶養親
族(その年の12月31日に19歳以上23歳未満の扶養親族)の扶養控除
（特定扶養控除）が変わります。



・・・講義の内容・・・

１ 年収の壁とは？
・税金の壁について＜これまでとこれから＞
・社会保険の壁について＜これまでとこれから＞
質疑応答コーナー①

２ 最低賃金の引き上げと影響
・最低賃金改定の概要
・影響モデルケース紹介

３ 年末調整に向けた所得控除の紹介
・年末調整と所得控除の基本
・代表的な所得控除の仕組みと効果の紹介
・控除活用によるシミュレーション
質疑応答コーナー②

・今後に向けたメッセージ
85



・社会保険は配偶者の扶養に入っている

年収130万円未満に調整

↓

・源泉所得税 月々1,130円×12か月＝13,560円

・社会保険料控除 なし

・基礎控除の増額から、年末調整で源泉所得税は13,560円全額還付

住民税 27,000円（所得割10％ 均等割5,000円と仮定）

86

年収130万円の方のモデルケース



・iDeCoを月々10,000円 年間で120,000円活用

→住民税が27,000円から15,000円に 年間12,000円減

≪iDeCoのリスクは？≫

アメリカ成長株の投資信託のように価値が大きく上下する商品もあります。

→リスクを最小限にしたい場合、金融機関によっては、

           定期預金と同じ商品もあります。

基本的に60歳までは途中解約ができません。

→iDeCoの理念は老後の資産形成になります。

iDeCoを利用したらどうなる？

87

年収130万円の方のモデルケース



・社会保険加入（雇用保険は計算から除いております）

月々の給与額面 20万円

↓

・源泉所得税 月々3,770円×12か月＝45,240円

・社会保険料控除 月々28,210円× 12か月＝338,520円

・基礎控除の増額から、年末調整で源泉所得税は25,840円還付

確定した所得税額 19,400円

住民税 88,100円 （所得割10％ 均等割5,000円と仮定）
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年収240万円の方のモデルケース



・iDeCoを月々20,000円 年間で240,000円活用

ふるさと納税 年間で15,000円活用

→所得税が19,400円から6,500円に 年間12,900円減

住民税が88,100円から51,700円に 年間36,400円減

合計で49,300円減

≪ふるさと納税のリスクは？≫

基本的に住民税所得割額の20％が上限になります。

上限を超えると純粋な寄附となるため、お得に活用するには上限額の把握が重要。

年間の途中で何があるかわからないため、年末付近で上限まで利用がおすすめ。

年間の寄附先が6自治体を超えると確定申告が必要になります。

iDeCo・ふるさと納税を利用したらどうなる？

89

年収240万円の方のモデルケース



□年収130万円の方 : 手取りが12,000円増加

⇒ ただ、iDeCoで年間120,000円の支出が生じています。

□年収240万円の方 : 手取りが49,300円増加

⇒ ただ、iDeCoで年間240,000円の支出、

ふるさと納税で15,000円の支出が生じています。

所得控除は余ったお金で活用するのがポイント

90

所得控除と手取りの関係性のまとめ

税金を抑えるには、

その抑える額以上の支出が一時的に必要です。

そのため、お金に余裕ができたり、そのサービスを始めようと
思っていたときの後押しとして活用するのがポイントです。



・・・講義の内容・・・

１ 年収の壁とは？
・税金の壁について＜これまでとこれから＞
・社会保険の壁について＜これまでとこれから＞
質疑応答コーナー①

２ 最低賃金の引き上げと影響
・最低賃金改定の概要
・影響モデルケース紹介

３ 年末調整に向けた所得控除の紹介
・年末調整と所得控除の基本
・代表的な所得控除の仕組みと効果の紹介
・控除活用によるシミュレーション
質疑応答コーナー②

・今後に向けたメッセージ
91
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最後の質疑応答の時間です

●画面下の「Q＆A」ボタンを押し、ご質問をご入力ください。
（匿名でご質問できます。）

※お時間の制約上、全てのご質問にお答えできかねる点を
ご了承下さい。

※個別のご相談は、電話かメールで「個別相談窓口」にて
受け付けております。

●適宜、休憩もお取りください。



皆さんが選ぶ働き方が、
より豊かな未来へとつながることを

心から願っています。

＜今後に向けたメッセージ＞
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最低賃金の上昇で、労働時間を増やさなくても自動的に年
収の壁に達してしまう時代です。一方でハラスメント対策が広
まり、以前より働きやすい環境になってもいます。
働き控えよりも壁を越えやすい世の中であることを、ぜひご考
慮に入れて、働き方を選択していただきたいです。

年収の壁を越えることは、一時的に負担が増えるように感じるか
もしれません。でもその先には、「収入の安定」「キャリアの成長」
「自分らしい生き方」といった、たくさんの可能性が広がっています。
人生100年時代です。壁にとらわれず、自分らしい働き方を選
ぶことが、未来の安心と豊かさに繋がるはずです。



東京ライフ×キャリア シミュレーター「イフキャリ」や「年収の壁」についてわかりやすく
ご案内しています。

東京ライフ×キャリア 動画のご紹介

受付中

イフキャリ 動画
94

～「壁の向こうは、けっこう明るい。」篇～
https://www.youtube.com/watc
h?v=u6XGriD1wIg

～「見えない「不安」を「安心」に。」篇～
https://www.youtube.com/watc
h?v=IgGFez8sfls

井上咲楽さん（タレント）出演の動画です。本オンラインセミナーと併せてご視聴を
頂き、将来の生き方・働き方について考えるきっかけとして頂けますと幸いです。

https://www.youtube.com/watch?v=u6XGriD1wIg
https://www.youtube.com/watch?v=u6XGriD1wIg
https://www.youtube.com/watch?v=IgGFez8sfls
https://www.youtube.com/watch?v=IgGFez8sfls


令和7年度の事前エントリー受付期間は全10回です。各回の受付期間終了後に

抽選を行い、当選した事業主が当選メール送信日から1か月以内に交付申請を行う

ことができます。※事前エントリーは、1事業主につき1回限りです。

東京しごと財団「年収の壁突破」総合対策促進奨励金の活用

年収の壁突破 奨励金

https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/ 95

受付中

https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/


個人や企業の「年収の壁」に関する相談を、電話・メール・オンラインにて無料で
受け付けます。各個人や企業のご状況に合わせた対応も可能です。どうぞお気
軽にご相談ください。

【個別相談窓口】のご案内

「年収の壁を知る事業」

主催

年収の壁を知る 個別相談窓口

https://nenshunokabe.metro.tokyo.lg.jp/consultation/ 96

https://nenshunokabe.metro.tokyo.lg.jp/consultation/


年収の壁を知る セミナー

https://nenshunokabe.metro.tokyo.lg.jp/seminar/

第4回 女性が活躍するための
「年収の壁」普及啓発セミナー

【開催日時】 12月18日（木）
13:30-15:30

【対象】 都内在住または都内勤務の方
 都内企業（個人事業主含む）

無料
次回のオンラインセミナーのご案内

97

https://nenshunokabe.metro.tokyo.lg.jp/seminar/


ご清聴ありがとうございました。

ご退出の際に

簡単なアンケートへの

ご協力をお願い致します。
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